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第１章 個別施設計画の概要 

 

（１）計画の背景・目的等  

地方公共団体においては、過去に建設された公共施設等がこれから順次、更新時期を迎

え、全国的に公共施設等（インフラを含む）の老朽化対策が大きな課題となっています。

本市においても、保有する施設の約半数がすでに建築後３０年以上を経過しており、今後

これらの公共施設等について改修や更新等適切な処置を行なわなければ、さらに老朽化が

進行し、維持管理費の増加や公共サービスの提供に支障が生じる可能性がありますが、一

方で、少子高齢化に伴う社会保障費の増加、生産年齢人口の減少に伴う税収の減少等によ

り財政状況は厳しく、全ての施設を維持・更新することは困難です。 

そのような中、国においても公共施設等の老朽化対策を重大かつ喫緊の課題であると位

置付けされ、２０１３年（平成２５年）１１月に『インフラ長寿命化計画』を策定、地方

公共団体に対しても２０１４年（平成２６年）４月に公共施設の現状を把握し総合的かつ

計画的な管理を推進するために必要な基本方針や管理方法等を定めた「公共施設等総合管

理計画」策定について要請されたところです。 

このため、本市では人口減少や少子高齢化など社会情勢が変化していく中、公共施設に

求められる安全性や機能性を確保しつつ、財政負担を軽減・平準化し、効率的で効果的な

施設の運営を行っていくための基本的な方針である『小浜市公共施設等総合管理計画』を

２０１６年（平成 28 年）３月に策定しました。 

この計画に基づき、２０１９年度（平成３１年度）から計画期間を５年とする『小浜市

公共施設「個別施設計画」第１期計画』を２０１９年（平成３１年）３月に策定し、施設

ごとに具体的な対応方針を定め、公共施設の適正配置を推進してきたところです。 

今後、人口減少・少子高齢化の進展や北陸新幹線の新駅設置等による社会情勢の変化等

に伴い、公共施設に対する市民ニーズを的確に把握していく必要があります。『小浜市公

共施設「個別施設計画」第２期計画』は、引き続き、本市が持続可能な財政運営を将来に

わたり維持していくために、個別施設ごとに現況評価や機能評価を実施し、施設の方向性

や対策等の実施時期を示す計画であり、施設の集約化や複合化等により、施設の総数、総

量は抑制しつつも、市民サービスの維持・向上を図りながら、適正な施設の配置を目指す

ものです。 

 

（２）計画の位置付け 

    小浜市公共施設等総合管理計画の実効性を高めるための「個別施設における必要な対

策や実施時期についての方向性を具体的に示す計画」として位置付けます。 

なお、長寿命化計画や適正化計画等が策定（策定予定を含む）されている施設、上下水

道などのインフラ施設、それに付随する施設は、本計画の対象外とします。 

【策定済み（中）の計画】 

       ・小浜市公営住宅等長寿命化計画 

       ・小浜市小中学校長寿命化計画（策定中）       
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（３）計画期間 

個別施設計画の計画期間は、２０１９年度（平成３１年度）から２０３４年度（令和 

１６年）までとし、第１期の計画期間を２０１９年度から２０２３年度（令和５年度）、

第２期を２０２４年度（令和６年度）から２０２８年度（令和１０年度）、第３期を 

２０２９年度（令和１１年度）から２０３４年度とし、取り組み状況の進捗や社会情勢

の変化などに応じ適宜見直しを実施します。

 

第２章 保有する公共施設等の現状 

 

２０２３年（令和５年）３月３１日時点で、本市が保有する建築物（文化財、公営企業

会計が保有する施設を除く）の総延床面積は１６４，６１８㎡で、建築用途別では、学校

が建築物全体の３０．９％を占め、公営住宅の１９．３％と合わせると、全体の半分を占

めています。その他、ごみ焼却場等の供給処理施設が７.３％、コミュニティセンター等

の集会施設が６．４％等となっています。 

大規模改修の目安となる建築後３０年を経過した建築物の延床面積は、１０９，１９１

㎡と全体の約６６％を占めていることから、全体的に老朽化が進行しています。 

建築年度別では、１９５５年代（昭和３０年代）後半から徐々に増加していき、１９７

５年代（昭和５０年代）に建築が集中しています。それ以降は、庁舎や学校、ごみ処理施

設等の大規模な施設の建築もありましたが、概ね平均的に増加しています。 

２０２０年（令和２年）３月３１日時点での市民一人当たりの公共施設の延床面積は、

５.６１㎡／人 、全国平均が３.２２㎡／人 、本市と人口が同じ規模の都市が４.８３㎡

／人 であることから、他の地方自治体と比較しても高い数値となっていることがわかり

ます。（「小浜市公共施設等総合管理計画」から引用） 

今後、過去に建設した公共施設が順次更新時期を迎えますが、橋りょうや上下水道とい

ったインフラ資産についても、耐用年数が迫っている状況で、すべての公共施設等をこれ

までどおり維持・更新することは困難です。 

市民の安全、利便性を第一に考え、大規模改修、長寿命化改修、予防保全等を実施して

施設の長寿命化を推進していくとともに、集約化、複合化、広域化等により施設の適正配

置を図り、将来にわたり、市民サービスを安定的に提供できるよう取り組んでいきます。 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

総合計画

行政改革大綱

公共施設等
総合管理計画

個別施設計画

第５次 2011～2020

第５次 2011～2020

第６次 2021～2030
第７次 2031～2040

（予定）

第６次 2021～2030
第７次 2031～2040

（予定）

2015～2034

第１期 2019～2023 第２期 2024～2028
第３期 2029～2034

（予定）
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第３章 施設評価の考え方 

 

個別施設について、建築物（ハード）と機能面（ソフト）の二つの視点で施設を評価しま

す。それらの結果を踏まえて基本方針を検討していきます。 

 

（１）施設評価の考え方 

①基本情報 

   施設の基本的な情報および施設の状態を掲載しています。 

掲載項目 内容 

施設名 施設の名称 

構造 施設の構造 

SRC: 鉄骨鉄筋コンクリート造 RC:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造 

LGS：軽量鉄骨造 CB: コンクリートブロック造 W: 木造  

建築年度 施設が建築された年度 

法定耐用年数 法律で定められた固定資産の減価償却の期間 

経過年数 建築年度から 2023 年度までの経過した年数 

耐震基準 一定の強さの地震に耐えられるよう建築基準法で定められた基準 

指定避難所 災害時に小浜市が指定する避難所 

バリアフリー 施設入口までバリアフリー化の有無 

 

 

②現況評価 

施設を「現況老朽評価」、「経過年数評価」、「耐震性能評価」の３つの指標で点数化し、点

数に応じてＡからＤの判定を行います。 

評価項目 配点 数値の算出方法 内容説明 

現況老朽評価 60 点 
評価点の合計 ÷ 最高評

価点の合計×60 

屋根、外壁、外部その他、内部、電気設備、

機械設備、衛生設備の 7 項目の劣化度を評

価し、施設への影響を加味して評価。 

経過年数評価 20 点 

（1―（経過年数÷法定耐

用年数））×20 

※経過年数≧法定耐用年

数の場合は 0 点 

法定耐用年数に対して、建築年度からどれ

くらい経過しているかについて評価。 

耐震性能評価 20 点 

建築基準法に定められた

基準を達成している場合

は 20 点、未達成は 0 点 

建物の耐震基準適合状況について、建築年

や耐震診断結果、耐震改修の実施状況から

必要性について評価。 

 

3



判定 評価基準 評価点 

Ａ 概ね良好 85 点以上 

Ｂ 局所、部分的に劣化が見られるが安全上・機能上の問題は無い 55 点以上 85 点未満 

Ｃ 広範囲に劣化が見られ、安全上・機能上に低下の兆しが見られる 25 点以上 55 点未満 

Ｄ 劣化の程度が大きく、安全上・機能上に問題がある 25 点未満 

 

 

③機能評価 

施設の機能を「公共性評価」、「代替性評価」、「有効性評価」の３つの指標で点数化し、

点数に応じてＡからＤの判定を行います。 

評価項目 配点 数値の算出方法および内容説明 

公共性評価 50 点 

整備目的が明確で行政目的に合致した利用が継続的に行われている

か 

・行われている・・・・・40 点  

・一部行われている・・・20 点 

・行われていない（行政目的がない）・・・0 点 

災害対策施設として重要な役割があるか 

・役割がある・・・10 点  

・役割がない・・・ 0 点 

代替性評価 20 点 

民間施設で代替可能か(民営化・地域譲渡も含む) 

・不可能・・・10 点  

・可能・・・・ 0 点 

利用圏域に同種、類似の施設は存在するか(民間も含む) 

・存在しない・・・10 点 

・存在する・・・・ 0 点 

有効性評価 30 点 

利用者は類似施設平均に比べて多いか 

・多い・・・・10 点 

・少ない・・・ 0 点 

稼働率は類似施設平均に比べて高いか 

・高い・・・10 点 

・低い・・・ 0 点 

利用者は特定の人物または団体に偏っていないか 

・不特定多数・・・10 点 

・特定の人のみ・・ 5 点 

・利用者なし ・・・0 点 
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判定 評価基準 評価点 

Ａ 
行政、地域にとって必要な機能を有している。 

85 点以上 

Ｂ 55 点以上 85 点未満 

Ｃ 機能の低下が見られる、もしくは行政の関与を検討する必要がある。 25 点以上 55 点未満 

Ｄ 機能が著しく低下しており、方向性を検討する必要がある。 25 点未満 

 

 

④今後の方向性等 

「建築物の現況評価」と「施設の機能評価」を踏まえて、基本方針を検討します。 

基本方針 内容 

現状維持 

現在の施設の状態を維持し、必要に応じて修繕、改修工事等を実施し

ていきます。 

※原則「建築物の現況評価」および「施設の機能評価」がＢ判定以上の

評価とします。 

方向性検討 

今後の施設の方向性や施設のあり方について検討します。 

※「建築物の現況評価」もしくは「施設の機能評価」がＣ判定以下を含

む評価とします。ただし、「建築物の現況評価」がＣ判定の場合、事後

保全等で修繕していく方針であれば「現状維持」とします。 

廃止 行政目的がなく、計画期間中に施設の除却が決定している施設です。 

 

施設評価により導き出された基本方針をもとに、施設の状態等を踏まえ、長寿命化、耐震

改修、除却、建替え、機能保全さらには、集約化・複合化、広域化、廃止等の必要な対策に

ついて、建物、機能それぞれの整備手法を検討します。 

 

【整備手法（建物）】 

手法 対策内容 

維持 
建物や設備の性能を良好な状態に保つほか、経年劣化に対応するため、建物

や設備の点検・診断を行い、必要に応じて修繕を実施します。 

長寿命化改修 
経年により老朽化した建物を将来に渡って長く利用するために、不具合の改

修だけでなく、機能や性能を加える工事を実施します。 

耐震化改修 
現行の耐震基準に対する耐震性を満たしていない施設の耐震改修工事を実

施します。 

用途変更 現在の施設の機能を廃止し、他の用途として施設を使用していきます。 
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【整備手法（機能）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

譲渡・売却 費用対効果を勘案して、施設を地域や団体、企業に譲渡・売却していきます。 

除却検討 施設の老朽化等を踏まえて、近い将来、その施設を除却するか検討します。 

除却 施設の解体・撤去を実施します。 

建替え 施設を新たに建設します。 

手法 対策内容 

維持 現在の機能をそのまま維持してきます。 

集約化 
利用状況や利用需要等を踏まえて、 同一または類似の機能を有する施設を

集め、一つの施設として整備します。 

複合化 
利用状況や、利用需要の見通しを踏まえ、他の用途や機能を有した施設を合

わせて、一つの施設として整備します。 

広域化 近隣自治体との連携により、同一の機能を、行政境界をまたがり実施します。 

民営化 行政が運営した機能を民間事業所等に変更します。 

廃止検討 
施設の利用状況等を踏まえて、近い将来、その施設の機能を廃止するか検討

します。 

廃止 施設の機能を廃止します。（廃止済みも含む） 
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【目標使用年数および目標使用年度の設定】 

「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会 著）によると、構造別の建築物の目標耐用

年数は、下記のとおりとされています。本計画では、「小浜市公共施設等総合管理計画」との整合性

等を図るため、原則、鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄筋コンクリート造を 75 年、その他の構造に

ついては、建築物の耐久計画における目標耐用年数の中間値に設定します。 

 

※目標使用年数の 75 年は、大規模改修や長寿命化改修を計画的に実施するなど適正に管理された施

設が対象であり、既に 40 年を越えている施設については、65 年とします。 

※目標使用年数・目標使用年度は、現在の機能を維持することを前提として、建物の構造や経過年数、

老朽化度を基に設定した数値であり、政策的に決定したものではありません。 

  

 

 ⑤方向性の具体的な内容・実施についての検討 

   施設評価により導き出された基本方針をもとに、具体的な実施内容や実施時期などを施

設ごとに掲載します。 

 

 

構造 
建築物の耐久計画における

目標耐用年数 
目標使用年数 

鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC） 50～80 年 75 年 

鉄筋コンクリート造（RC） 50～80 年 75 年 

鉄骨造（S） 50～80 年 65 年 

軽量鉄骨造（LGS） 30～50 年 40 年 

コンクリートブロック造（CB） 30～50 年 40 年 

木造（W） 30～50 年 40 年 

7



2023年（令和5年）3月31日時点

施設数 棟数
延床面積
（㎡）

割合 施設数 棟数
延床面積
（㎡）

集会施設 17 18 10,605.21 6.4% 17 18 10,605.21

文化施設 2 3 3,723.86 2.3% 2 2 3,254.59

博物館等 7 7 4,798.16 2.9% 4 4 4,084.43

図書館 1 1 2,628.93 1.6% 1 1 2,628.93

ｽﾎﾟｰﾂ施設 4 7 7,742.17 4.7% 4 7 7,742.17

観光施設 22 22 1,411.70 0.9% 22 22 1,411.70

庁舎等 1 1 9,159.21 5.6% 1 1 9,159.21

その他行政系施設 22 22 2,142.96 1.3% 21 21 1,790.96

学校教育系施設 学校 11 27 50,884.57 30.9% 0 0 0.00

供給処理施設 供給処理施設 4 5 11,997.01 7.3% 4 5 11,997.01

公営住宅 公営住宅 26 94 31,768.36 19.3% 0 0 0.00

公園 公園 1 1 97.70 0.1% 1 1 97.70

幼児・児童施設 7 7 2,378.06 1.4% 7 7 2,378.06

幼保・こども園 10 10 5,238.90 3.2% 10 10 5,238.90

産業系施設 産業系施設 3 4 2,046.86 1.2% 3 4 2,046.86

高齢福祉施設 3 3 2,997.22 1.8% 3 3 2,997.22

保健施設 1 1 2,828.14 1.7% 1 1 2,828.14

その他 その他 15 20 12,169.11 7.4% 15 20 12,169.11

157 253 164,618.13 100.0% 116 127 80,430.20

※水道、下水道、インフラ設備等に付随する施設については、施設全体および個別施設計画対象施設から除く

※学校、市営住宅については、長寿命化計画を策定（策定中）のため、個別施設計画対象施設から除く

※文化財については、個別施設計画対象施設から除く

※健康管理センターは、2023年（令和5年）に供用開始した新施設で掲載

計

第４章　個別施設の基本方針と実施内容

　施設類型ごとに整理された個別施設の、「①基本情報」「②現況評価」「③機能評価」「④
今後の方向性」「⑤方向性の具体的な内容・実施についての検討」について記載します。

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ・
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

行政系施設

子育て支援施設

施設類型分類

保健・福祉施設

施設全体（一部を除く） 個別施設計画対象施設
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１.小浜コミュニティセンター

２.雲浜コミュニティセンター

３.西津コミュニティセンター

４．内外海コミュニティセンター

５．国富コミュニティセンター

６．宮川コミュニティセンター

７．松永コミュニティセンター

８．遠敷コミュニティセンター

９．今富コミュニティセンター

１０.口名田コミュニティセンター

１１．中名田コミュニティセンター

１２．加斗コミュニティセンター

１３．梅千代会館

１４．梅千代会館（倉庫）

１７．遠敷交流センター

１６．働く婦人の家

１５．勤労福祉会館
１８．小浜コミュニティー会館

１．市民文化施設

（１）集会施設 № 1～18

（２）文化施設 №19～20

国土地理院

１９．文化会館

２０．旭座

(楽屋棟)

4
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２２．御食国若狭おばま食文化館

２４．鵜の瀬公園資料館

２１．市立図書館

２３．鯖街道ミュージアム

２５．ふるさと文化財の森センター

２．社会教育施設

（１）図書館 №21

（２）博物館等 №22～25

国土地理院

4
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総合運動場

２９．メインスタンド

３０．屋内多目的広場

３１．弓道場

３２．市営野球場

２８．武道館

３．スポーツ・レクリエーション施設

(２)スポーツ施設 №26～32

２６．市民体育館

２７．市民体育館(ウエリフ練習場)

国土地理院

4
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４３．阿納公衆便所３．スポーツ・レクリエーション施設

(３)観光施設 №33～54
４４．犬熊公衆便所

４５．志積公衆便所

５３．松原公衆便所

５４．加斗駅公衆便所

４８．明通寺公衆便所

４９．円照寺公衆便所

３６．常高寺公衆便所

４２．阿納公衆便所（ブルーパーク）

４６．矢代公衆トイレ

４１．宇久公衆便所

３３．まちの駅
３５．食事処 濱の四季

３７．海岸通り休憩所、公衆便所

３８．八百比丘尼入定地公衆便所

４７．田烏公衆便所

３９．市場公衆便所

５１．妙楽寺公衆便所

５０．神宮寺公衆便所

国土地理院

３４．小浜駅前インフォメーションセンター

４０．海のガーデン公衆便所

５２．多田寺公衆便所

5
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６０．鴨ヶ淵排水機場

５６．若狭霊場

４．行政施設

（１）庁舎等 №55

（２）その行政施設 №56～76

６１．除雪機械格納庫

５８．郷土歴史資料館

５９．埋蔵文化財調査センター

５７．まつりの館

５５．市庁舎

７５．市庁舎原子力災害対策施設

６３．西津防災倉庫

国土地理院

７６．加斗小学校

原子力災害対策施設

６２．小浜防災倉庫

６４．内外海防災倉庫

６５．宮川地区防災倉庫

６６．遠敷防災倉庫

６７．口名田地区防災倉庫

６８．中名田地区防災倉庫

６９．加斗地区防災倉庫

７０．城内水防倉庫

７１．丸山水防倉庫
７２．太良庄水防倉庫

７３．松永水防倉庫
７４．今富水防倉庫

5
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リサイクルプラザ

７９．リサイクル施設

８０．最終処分場

７８．衛生管理所

７７．一般廃棄物ストックヤード

６．供給処理施設

（１）供給処理施設 №77～81

８１．クリーンセンター

国土地理院

5
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９．公園

（１）公園 №82

国土地理院

８２．総合公園管理用倉庫

5
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10．子育て支援施設

（１）幼児・児童施設 №83～89

８９．子育て支援センター

８６．堅海児童センター

８８．遠敷児童センター

８４．中名田児童館

８３．加斗児童館

８７．今富児童クラブ

国土地理院

８５．小浜美郷児童クラブ

5
4



９１．内外海保育園

10．子育て支援施設

（２）幼保・こども園 №90～99

９２．国富保育園

９３．宮川保育園

９４．松永保育園

９５．遠敷保育園
９６．口名田保育園

９７．中名田保育園

９８．加斗保育園

９０．浜っ子こども園

９９．母と子の家児童発達支援センター

国土地理院

5
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11.産業施設

（１）産業施設 №100～103

１０２．道の駅レストラン

国土地理院

１０３．休憩直売所

小浜市水産業活性化拠点施設

１００．旧田烏小学校 校舎

１０１．旧田烏小学校 体育館

5
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１０４．老人憩いの家やすらぎ荘

１０７．健康管理センター

12.保健・福祉施設

（１）高齢福祉施設 №104～106

（２）保健施設 №107

１０６．総合福祉センター

１０５．生きがい活動拠点施設

国土地理院

5
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１２６．中名田医療棟

13．その他

（１）その他 №108～127

１２２．旧小浜第二保育園

１２３．旧福祉センター

１１０．旧阿納尻小学校

１２５．旧宮川児童館

１２４．旧田烏保育園

１１９．旧下根来小学校

国土地理院

１０９．酒井会館

１０８．旧中央公民館

旧遠敷小学校

１１７．校舎

１１８．体育館

旧松永小学校

１１５．校舎

１１６．体育館

旧宮川小学校

１１３．校舎

１１４．体育館

旧国富小学校

１１１．校舎

１１２．体育館

一般廃棄物最終処分場跡

１２０．管理棟

１２１．発砲スチロール減容機場

１２７．護国殿

5
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第５章 共用開始予定の公共施設 

 

今後、共用開始予定の公共施設について掲載します。 

施設名 所在地 延床面積 施設概要 
供用開始 

予定年月 

小浜駅賑わい創出

施設 

駅前町（小浜

駅構内） 
90 ㎡ 

学習や会議、イベントに利用

できる小浜駅の利便性向上

のための施設 

2024 年 3月 

キッズプレイパー

ク「なないろ」 

北塩屋（若狭

総合公園内） 
323.5 ㎡ 全天候型の子どもの遊び場 2024 月 5月 

後瀬山城跡ガイダ

ンスセンター（仮） 

小浜男山（旧

小浜小学校） 
200 ㎡ 

後瀬山城跡および小浜西組

伝統的建造物群保存地区に

関する情報発信展示機能お

よび交流、休憩スペースを有

するガイダンス施設 

2028 年以降 

  

 

 

 

 

第６章 計画の取り組み体制 

 

 （１）全庁的な推進・取り組み体制 

   本計画の推進は、「第６次行財政改革大綱」の方針に基づく「行政経営プラン」の取組事

項として位置付けられています。 

公共施設マネジメントは、全施設に係る情報の収集や共有化など関係各課と連携する必要

があることから、部局横断的な推進体制を構築し、全庁的に取り組んでいきます。 

 

 

 （２）フォローアップの方針 

   本計画を確実に実行していくために、ＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実施）、ＣＨＥＣＫ（検証）、

ＡＣＴＩＯＮ（改善）を一連の流れとしたＰＤＣＡサイクルによって、継続的に計画の実施

状況を確認し、今後の財政状況や社会環境等の変化に応じて適宜見直しを行っていきます。  

なお、見直しにあたっては、議会や住民、施設利用者に対して情報提供を行い、小浜市全

体で共有化を図ります。 
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